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本日、

つい て、

新潟県

令和２年４Ｊ１２１日

新潟県新型コ ロナ ウイ ルス感染症筒策本部

新ｌｌコ ロナウイ ルス感染拡大防止のための緊急事態措置ａび
事業者に対する協力金の支給について

新型 コロ ナウ イルス感染拡大防止の ため の新潟県 にお ける 緊急事態措置等に

取り まと めま したのでお知 らせ しま す。

記

１　 施設の使ｍ停止等の協力Ｒ請

県では、 新型コロ ナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置と して、八下に

該肖する施設等をミ営する事業者に対し、施鼈の使用停止等の協力要請を行います。
（１）対象施設

別添のと おり

（２）Ｓ請する休止期 『ＭＩ

令和 ２年 ４大１　２２　日（水） から ５天１６ 日（水） まで

２　 協力金の支給

県の協力Ｓ清に応 じて、緊を、事態措置の期間中、施Ｒのを夕目等の停止に全ｍｉ的に

協力頂ける事業者に対 し、 ぶ下によ り協力金を支給します。
（１ ）対象

県Ｆ大１ に事業所を有する 中小を業‾反び個人事業圭であ って、上たの要請に応 じ、

夕な くと も令和２ 年４ Ｊ１ ２４ 日（金） から ５ｊ ６日 （水）までの全ての期間におい

て対象施設の休業等に ご協力いただ ける 事業者

（２）支給額

一事業者あた り１０万円

（３）串請手続き等

協力金に関する申請の受付は、 ５天Ｉ上旬か ら開始する予定です。

申請手続 き、 支給方法等はＳｑ途お知らせします。



３　 相談窓口 の開設

緊急事態措置 （施鼈の休止等の協力要請）の 鸚容や協力をの支給手続き に関する

問合せに対応するための相談窓 口を鼈置 します。

名　　 称： 新潟県Ｓ他、事態措置 ・協力金相談センター

電き番号 ：０ ２５ －２ ８０ －５ ２２２

開鼈 日： 令和 ２年 ４１ ２１ 日（火）

開鼈時間 ：午前９ ゆ～午後 ７ゆ （土 日祝 日を含む）



新ｌｌコ ロナ ウイ ルス感染症拡大防止の ための

緊急事態措置につ いて

■では新ｌｌ コロ ナウイルス感染症拡大防止のための・急事態措１：とし

て、 新ｌｌイ ンフ ルエ ンザ等対策特 Ｓｌｊ措置法等に基づ き、 該当 する施設等

を運営する事業者に対 して、施設の使■停止等の協力 をＳ請するこ とと
いた しま す。

対象 とな る施設は遊興施設、大学・ 学習 塾、 運動 ・遊技施設、 劇場、

集会展示施設、商業施設、 文教施設等で、詳細はＳｌｊｊｌの とお りです。

Ｓ請する ４木止期間は ４　ＪＥ１２２日 から 、緊急事態宣言の終期 とさ れて いる
５　ＪＥ１　６　日ま でと しま す。

事業者の皆様には、１大な ご負担を おか けす るこ とに なり ますが、

協力 いただきますよう お願いいたし ます。

Ｊ

Ｌ＿

県民の皆様に おかれま して も、 使用停止の対象と なる施設の１ミｌｊ　Ｊｌｌ　は厳

に控えて いただきます よう お願いいたし ます。

このイ木止ｔ請に ご協力いただ く事業きにが して は、 協力金のま給をぞｉ
いま す。

令和 ２年 ４　ＪＥ１２ １　日

新潟県加事　 花タ｜　 英世



新型コロナウイルス感染拡大防止のための

施Ｒの使ＪＩ停止等の協力要請

新潟リＲ

令和２年４Ｊ≡１ ２１日



新型コロナウイルス感染拡大防止のための施ａの使ＪＩ停止等の協力要請
１　 区域

県内全域

２　 期間

や万口２ 年４ ノ≡１２　２日 （水冐．日） から兔和 ２年 ５Ｊ１６ 日（水１ 日） まで
３　 実施内容

新∃ｌコロナウイルス感染症のまんほ防止に向け、施ａの使Ｊｌｊ停止ｊａび催物の開催の停止の協力を要請
（１ ）４き・ｉｌｉに よるＸ請をｆｉうＳａ 【ｌ！ＳＳａＷ、 ｔＳＳａ、３１１ ・き１まＳａ、劇１４Ｓ、 ｊ１会・ 展示Ｓａ （１会４Ｗ）】

・　 施ａのｔｊ目 市リほ等の戛：請 （特措ま第２ ４条篦９ ミ）

（２ ）特措ｊまによるＳ請を行うＳａ（床■積の合計が１０００ｎ・ｆをＳえる 下Ｅの施ａ）
【大学・ 学■Ｓ等、集会・展示Ｓａ （博物館等） 、商ＳＳａ】

・　 施Ｒのイむ目 ホリ Ｒ等の覆：請 （特を匹２４ 条戛９ミ）

（３ ）特措ｊまによらない協力苓：請を行うＳａ （床・積の合計が１０００　ｒｒｆな下の 下ＥのＳａ）
【大学・学■Ｓ等、集会・展示Ｓａ （博Ｓ館等） 、商業Ｓａ】

・　 特措法によらず、 施設の使用制限等の協力を依頼

（４ ）４き措ｌｉによらない自力Ｓ禁を６＝うＳａ（食事ｌｌ供Ｓａ）
【飲食店 （ＳｉｉＳを含む。） 、料ｉｌ店、 喫茶店等】

・　 特ち澎、によらず、乞業慨間の短瑰の心力を恣、頼（詳細 は５ 頁を参照）

２



４　 あ　的に休止を・請するＳａ（特ｍまあ行兔第１ １条に該芭するもの）

施設の種類　　　　　要請内容

遊興施設等

文教施設

大学、学習塾等

∃ｌ動、 遊技施設

劇場等

集会・展示施設

商業施ａ

内訳

キャバレー、 ナイ トクラブ、ダンスホール、 バー、個室付浴場業に係るむ衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇

場、 スト リップ劇場、 個室 ビデオ店、ネ ットカフェ、 漫画喫茶、カラオケボック ス、 射的場、 勝■投き券９

売所、ｊｌ外車券売場、ライフハウス等

学校 （大学等をほく。）

大学、専修学校、 各種学校などの教育施ａ、 自動車教習所、学習塾等

を、床ｒｌ積の合計が１，０００祗を超えるもの に限る。

施設の使１１１１停止；ａび催

物の開催の停止要請

（＝休・Ｓ請）

体育館、 （℡．内 ・屋 弗） 水泳場、 ボー リング４、スポーツクラブなどの１１１■施Ｓ、 又はマージャンき、パ

チンコ屋、ゲームセンターなどのき技場等

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

集会場、 む会堂、 展示場

嘴物館、 美術館又は回書館、ホテル又は旅館 （集台のＪＩ にイＪ＝ｔするＳそに Ｒる。）

滿、床面積の合計が１ ，０００ ｒｒｆを超えるものにＲる。

生活必、需物資の小売関係等な外の店舗、生活必需サービスな外のサービス業を営む店舗

寮床面積の合計が１，０００ｒＴｆを超えるものにほる。

３



５　 特措法によらない協力依頼を行う施ａ

床ｎ回積の合計が１， ０００ｒｒｆな下の下だの施Ｒについては、 回１ ，０００ ｒｒｆ超のち鼈に対するあ設の使ＪＩ停止ａび催物の開催の停止
・請 （＝ 休業要請）のａ旨 にあづき、ａｔ７Ｊな対ホにつ いて自力を咨、頼

施ａの種類

大学、学習塾等

集会 ・展示施ａ

商業施設

内訳

大学、専修学校、 各種学校などの教育施設、 自動車教習所、学習塾等

滿、但し、床Ｅ積の合計が１００ｒｌｆな下において は、 適切な感染防止対策を施した上での営業

麌物館、 美術館又は回書館、ホテル又は旅館 （集会のＪＩ に祖する部そにＳ、る 。）

生活心９物資の小売関係等硲、外の店舗、生活必需サービスな外のサービス業を営む店舗

滿、但し、床回積の合計が１００ｒＴｆな下においては、 適一回な感戔防止対策を施した上での営業

６ に休止を要請しない施設

（１ ）社会■祉加ｉａＷ

施設の種類 要請内容

心要な保育等を確保した上で、

連なＪな・染防止対策のき力Ｓ請

社会福祉施ａ等

保育所、 学童クラブ等

内訳

適りＪな感染防止対策の協力要請こご匹？問の入所によりｆり■される福祉サービス又は保Ｗ医療サービスをａ供する施ａ（ａ所又は

４



（２ ）社会ｌｌＥ・を維１考する上でｉヽＳな・ａ

施ａの種類

Ｅ療施ａ

要請内容

ａ９な感染ｌち止対策の協力Ｓ請
病院、診療所、薬局等

Ｆ大１訳

生き必・物資ほ売あａ　　　　適りＪなＳ染防止対策の協力・請卸売市４、 食料品売場、 ｌｉ貨き ・ホームセンター ・スーパーマーケット等における生き必需物資売場、 コンビニエンスス トアＷ

食事提供施設

住宅、宿 泊施ａ

交き機関等

工場等

金融機関・きむ・・

その他

、　 、。　　　　　　　　　飲食き（ノＩＳＳを含む。 ）、 れミ店、 ９奈き等 （■Ｅ・ テイクアウトサービスをきむ。）

ｍご七こ・まａ
ａｇな感染お止対策の協力ｚ請 ホテル又は旅館、 四を宅、 寄宿舎又は下・等

ａｇなＳ染Ｓ止が策のぬ力・請 バス、タクシー、 レンタカー、 笏４、船Ｓ、 ｔきＳ、 物流サービス （宅ＥＳ）等

適りＪな感染防止対策の協力要請工場、 作業ｊｌ等

ごごｉ雪罌ご 銀行、ａ券取６１ 所、 嘔＿券会社、 保険、官む署、事務所等

ａち７Ｊな感染防止対策の協力・請 メディア、葬儀場、銭Ｓ、 質警．、獣医、９美容、ランドリー、ごみ処ミ関係等

Ｘ「社会！ｌ活を維持する上でＳ蔓な施設」 について は、 「新Ｓコ ロナ ウイルス感Ｓ症のａ本ａ！１対処方針」 「令和２ 年４ 」１ １６ 日変’戛．） を踏まえた
※適切なＳ染防止ま！ｔ策については、 ＩＵ表「適切な感染｜！き止ま１策」を参Ｓ

５



【ｌｊ表】ａ９な感染防止対策

目的 具体 白ＩＪなな組例

発熱者等の施設への’従業員の検温 ・体調確認を行い、３ ７． ５度な上や体調万ヽ 良の従業員の皀勤を停止
入場防止

３つの「■」 （密 Ｍ・

密集・密接） のＳ止

飛沫感染、接触感染

の防止

移動 時における感染

の防止

・来訪者の検温一 体調確Ｓを行 い、 ３７．５度以、上や体調ぞ良の来訪者の入場を制限

・き舗承・Ｊ Ｊ手｜＝者の入場常り Ｒ、 ｌｉタリを鸚らないためのエ央や夕ＩＪ Ｍ隔の確保（がＪ　２　ｍ戛隔の龝籏、）

・ａＭをぞモｆう （ｉＴ能であれば２つの：ぢ［自］の懲、を回ｍこ開ける）

・を集する兔議の串止 （が回による会ｍをき け、 電き会縦やビデオ兔議をｊｆｌＪＪｉｊ）

・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケッ ト、 手洗いの励行

・来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケッ ト、 手まいの励行

・タオルや茶わんの共有をしないことｊａびドアノブ・パソコン・ ９ＳＳ等を定期的に消毒すること

・店舗・ 事務所内の定期的な消毒

・ラッシュ万策（ｌきＦきｉＳ、自 家ＪＩ車・自転車・徒歩等によるｉｉ力の推ｔ）

・従業員数のｉｉ力数のホリほ （テ レワーク等によるを宅動きの実あＷ）

・皀張の キ止 （ｌｌＳ会ほやビデオ会議などをきＪＩ ）、 来あき数のＷ限

６


